
２平成 27 年 7 月 15 日　広報ふっさ　No.931042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

【情報公開制度】情報公開制度とは、市民の皆

さんが必要とする市政に関する情報を請求する

権利を保障し、市民の皆さんからの請求に応じ

て市政に関する情報を市が公開する義務を負う

ことにより、市民の皆さんが市政へ積極的な参

加をし、公正で開かれた民主的な市政を推進し

ていくことを目的とした制度です。

　この制度は、市が保有している情報が対象と

なり、公開することを原則としますが、個人の

プライバシーに関する情報など公開できないも

のもあります。

【市政情報の公開請求などの状況】平成 26 年度

の市政情報の公開請求などの状況は、表 1 のと

おりです。

【情報公開審査会】この審査会は、市政情報の

非公開などの決定に対する不服の申立てを審査

し、情報公開制度の運営について審議します。

平成 26 年度は、１回開催されました。

【個人情報保護制度】個人情報保護制度とは、

自己の情報に限り、開示・訂正・利用停止を請

求する権利を保障し、収集の制限、適正な管理、

利用・提供の制限といった個人情報の取扱いに

関する一定のルールを定め、個人のプライバ

シーを保護する制度です。

【保有個人情報の開示請求などの状況】平成 26

年度の個人情報の開示請求などの状況は、表 2
のとおりです。なお、訂正請求及び利用停止請

求はありませんでした。

【保有個人情報取扱事務の届出状況】実施機関

（市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会）

は、市民の個人情報を取り扱う事務を開始し、

変更し、または廃止しようとするときは、市長

に届け出て、これを公示することが義務付けら

れています。平成 26 年度の届出状況は、表 3
のとおりです。

【目的外利用と外部提供の届出状況】市民の個

人情報は、収集の目的の範囲内で利用すること

を基本としていますので、市の内部でほかの目

的に利用（目的外利用）したり、市以外のもの

に提供（外部提供）したりすることは、原則と

して禁止されています。

　しかし、①法令などに定めがある場合②あら

かじめ本人の同意を得ている場合③緊急かつや

むを得ない理由がある場合④実施機関が事務を

進めていくうえで公益上やむを得ないと認めら

れる場合で個人情報保護審議会の同意を得たと

き、のいずれかに該当する場合には、例外とし

て目的外利用、外部提供をすることができます。

平成 26 年度の目的外利用・外部提供の届出状

況は表 3のとおりです。

【個人情報保護審議会】この審議会は、個人情

報保護制度の運営について審議し、自己情報の

非開示・非訂正・非利用停止などの決定に対す

る不服の申立てを審査します。平成 26 年度は、

２回開催されました。

▼制度を利用するには
【請求方法】〈市政情報の公開・自己情報の開示
などの請求や相談〉⇒市役所第一棟５階「情報

公開・個人情報保護コーナー（総務課）」にお

越しください（電話などでは請求できません。

請求書等については市ホームページからダウン

ロードして使用することができます）。

※市政情報の請求は、インターネット（東京電

子自治体共同運営協議会の電子申請サービス）

を利用しても行えます。

※自己情報の開示などの請求については、本人

であることを証明する書類（運転免許証、健康

保険証など）を、訂正の請求の場合は、訂正請

求の内容が事実と合っていることを証明する書

類も提示してください。

▼公開などの決定
〈市政情報の公開・自己情報の開示〉⇒請求が

あった日の翌日から 14 日以内に公開・開示す

るかどうかを決定し、お知らせします（公開・

開示できない場合は、その理由をお知らせしま

す）。

〈自己情報の訂正〉⇒必要な調査を行い、請求

があった日の翌日から 30 日以内に訂正するか

どうかを決定し、お知らせします（訂正しない

場合は、その理由をお知らせします）。   

▼公開などの方法
〈市政情報の公開・自己情報の開示〉⇒お知ら

せした日時に原本の閲覧または写しの交付によ

り行います（公開・開示する情報によって、原

本の写しを閲覧していただく場合があります）。

※自己情報の開示に当たっては、本人であるこ

とを証明する書類（運転免許証、健康保険証な

ど）が必要です。

▼費用
〈市政情報や自己情報の閲覧〉⇒無料

〈写しの交付や郵送〉⇒その作成などに係る費

用

※住民票の写しの請求など、別に法令などで手

続が定められているものについては、この制度

は適用されません。詳しくは市ホームページを

ご覧ください（制度の概要、運用状況、関係条文、

請求書等を掲載しています）。市役所１階には

「情報スペース」があります。市政情報につい

て自由に見ることができ、コピー（有料）もで

きますのでご利用ください。

【問合せ】 総務課法制係☎ 551・1536

【「安全安心まちづくり市民ひろば」次回の開催は】　犯罪のない、安全で安心なまちづくりを推進するため、話し合いや情報交換をしています。市内在住・在勤の方

ならどなたでも参加できます。【日時】7 月 23 日午後 7時～ 9時【場所】さくら会館第 3集会室【問合せ】安全安心まちづくり課地域安全係☎ 551･1691
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表 2：個人情報の開示請求などの状況　　　　　　

請求件数
決定内訳

不服申立て
全部開示 一部開示 非開示

7（13） 4（7） 1（4） 2（2） 0（0）

表 1：市政情報の公開請求などの状況 
※表 1・2・3とも（ ）内は平成 25 年度の件数

区分
請求
件数

決定内訳 不服
申立て全部公開 一部公開 非公開

公開請求  19（19）  9（12）  10（7） 　0（0） 　0（0）
任意的公開
申出（※）

 2　（5） 2　（2）  0 （1） 　0（2）

合計  21（24） 11（14）　10（8） 　0（2） 　0（0）

※任意的公開申出とは、市民の方など公開請求をするこ
とができる方以外の方からの請求です。

表 3：保有個人情報取扱事務、保有個人情報目的外
利用及び保有個人情報外部提供の届出状況
　　　　　区分　
実施機関

保有個人情報
取扱事務件数

保有個人情報
目的外利用件数

保有個人情報
外部提供件数

市長 　363（356）　 165（161） 47（47）
教育委員会 　102（102） 　　11 　（11）  7  （7）
選挙管理委員会 　　8　  （8）  7　 （7）  2  （2）
監査委員 　　2 　（2）  2 　（2）  0  （0）
農業委員会 　　2　 （1）  2　 （1）  0  （0）
固定資産評価
審査委員会 　　1　 （1）  0　 （0）  0  （0）

議会 　　3　 （3）  0　 （0）  0  （0）
合計 　481（473） 187（182） 56（56）

6 月 1 日に道路交通法の一部改正が施行されました
　悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務

付けられます。「信号無視」「一時不停止」「酒酔い運転」

など特定の危険行為（下記参照）をし、3 年以内に 2 回

以上摘発された自転車運転者に「自転車運転者講習」の

受講が公安委員会より命じられます。受講命令に従わな

かった場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

　　　　　　　　　特定の危険行為
　①信号無視

　②通行禁止違反

　③歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）

　④通行区分違反

　⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

　⑥遮断踏切立入り

　⑦交差点安全進行義務違反等

　⑧交差点優先車妨害等

　⑨環状交差点安全進行義務違反等

　⑩指定場所一時不停止等

　⑪歩道通行時の通行方法違反

　⑫制動装置（ブレーキ）不良自転車運転

　⑬酒酔い運転

　⑭安全運転義務違反

【問合せ】警視庁交通総務課自転車交通安全対策係 

☎ 03・3581・4321( 警視庁代表 )

平成 26 年度情報公開制度・
              個人情報保護制度運用状況

ながら携帯・スマホ運転、傘差し運転などは、ハンドルや

ブレーキを確実に操作できないため、安全運転義務違反に

なることがあります。
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